
「
青
少
年
の
体
験
活
動
の
充
実
・
深
化
を
図
る
社
会
教
育
行
政
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」

～
社
会
を
生
き
抜
く
力
を
高
め
る
た
め
の
学
習
支
援
と
人
材
育
成
～

建
議
概
要

③
体

験
活

動
の

機
会

拡
充

に
資

す
る

教
育

環
境

の
整

備

教
育
課
程
を
支
援
す
る
体
験
活
動

地
域
教
育
・
社
会
教
育
で
の
体
験
活
動

教
育
課
程
へ
の
体
験
活
動
の
位
置
づ
け

（
新
学
習
指
導
要
領
全
面
実
施
に
向
け
）

→
2泊
3日
以
上
の
宿
泊
体
験
活
動
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
提
供

→
特
別
の
教
科
道
徳
な
ど
他
教
科
と
の

関
連
付
け
を
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
構
築

イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教
育
に
資
す
る
学

習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
提
供

体
験
活
動
の
事
業
改
善
に
資
す
る
評

価
の
あ
り
方

就
学
前
の
子
ど
も
を
対
象
と
し
た
家

庭
教
育
支
援
（
遊
育
）
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
開
発

社
会
教
育
事
業
に
お
け
る
体
験
活
動

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
提
供

「
協
育
」
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
の
多
様

な
体
験
機
会
の
提
供

体
験
活
動
を
提
供
す
る
子
ど
も
会
等
、

青
少
年
団
体
の
活
動
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を

活
用
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
提
供

⇒
青

少
年

の
「

社
会

を
生

き
抜

く
力

」
を

高
め

る
体

験
活

動
の

充
実

①
体

験
活

動
の

有
用

性
を

分
析

し
た

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

開
発

提
供

②
体

験
活

動
の

充
実

に
資

す
る

関
係

者
へ

の
研

修
の

提
供

③
体

験
活

動
の

機
会

拡
充

に
資

す
る

教
育

環
境

の
整

備

行
政
に
よ
る
財
政
的
支
援

地
域
の
施
設
、
資
源
を
活
用

（
青
少
年
施
設
、
公
民
館
、
学
校
）

他
団
体
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
取
り
込
み
、

地
域
で
生
か
す
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築

→
N
PO
団
体
の
専
門
性
の
把
握
と
そ
の

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

→
PT
A
,ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
等
、
社
会

教
育
関
係
団
体
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
活
用

→
N
P
O
団
体
、
社
会
教
育
施
設
含
め

体
験
活
動
に
関
す
る
情
報
の
発
信

社
会
教
育
士
の
育
成
・
活
用

→
体
験
活
動
の
推
進
に
資
す
る

社
会
教
育
士
の
育
成

→
社
会
教
育
士
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

構
築

豊
か

な
体

験
活

動
を

推
進

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

青
少

年
に

社
会

を
生

き
抜

く
力

を
つ

け
る

（
現

状
・

課
題

）
大

分
県

の
青

少
年

の
社

会
を

生
き

抜
く

力
（

自
己

肯
定

感
 

全
国

3
0

位
）

が
低

い
。

（
克

服
す

る
た

め
の

手
立

て
）

青
少

年
の

社
会

を
生

き
抜

く
力

を
高

め
る

た
め

に
は

体
験

活
動

の
提

供
が

望
ま

れ
る

。
（

体
験

活
動

と
は

）
子

ど
も

た
ち

が
身

体
全

体
で

自
然

や
人

、
物

な
ど

の
対

象
に

働
き

か
け

、
か

か
わ

っ
て

い
く

活
動

（
国

の
動

き
）

宿
泊

体
験

活
動

を
“長

期
”に

す
る

こ
と

に
よ

り
、

“様
々

な
学

び
の

機
会

を
選

択
で

き
る

”こ
と

、
“学

び
を

確
か

に
す

る
た

め
に

ゆ
と

り
の

あ
る

計
画

を
組

め
る

”こ
と

か
ら

、
こ

の
よ

う
な

取
組

を
推

進
し

て
い

る
。

課
題
解
決
の
方
向
性

（
課

題
解

決
の

ポ
イ

ン
ト

）
・

児
童

・
生

徒
の

体
験

活
動

機
会

（
学

校
【

長
期

宿
泊

体
験

】
、

地
域

）
の

増
加

・
教

師
や

指
導

者
に

対
し

、
体

験
活

動
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
や

そ
の

手
立

て
に

つ
い

て
情

報
提

供
な

ら
び

に
研

修
機

会
の

提
供

②
体

験
活

動
の

充
実

に
資

す
る

関
係

者
へ

の
研

修
の

提
供

教
職
員
に
対
し
、
体
験
活
動
へ
の

能
力
向
上
や
理
解
を
深
め
る
研
修

の
実
施

→
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教
育
に
対
応
で
き

る
職
員
の
養
成

通
学
合
宿
等
、
体
験
活
動
の
企
画

力
向
上
に
資
す
る
研
修
機
会
の
拡

充
→
公
民
館
職
員
等
、
関
係
職
員

へ
の
能
力
育
成
、
研
修
の
機
会
の

充
実

体
験
活
動
を
支
え
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
・
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
発

掘
・
育
成

社
会
教
育
主
事
、
指
導
主
事
に
よ
る
支
援

①
体

験
活

動
の

有
用

性
を

分
析

し
た

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

開
発

提
供
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社会教育法（抄） 

 

第四章 社会教育委員 

 

 （社会教育委員の構成） 

第十五条 都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。 

２ 社会教育委員は、教育委員会が委嘱する。 

 

 （社会教育委員の職務） 

第十七条 社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、左の職務を行う。 

 一 社会教育に関する諸計画を立案すること。 

 二 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。 

 三 前２号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。 

２  社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。 

３ 市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の

事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えること

ができる。 

  

 

大分県社会教育委員条例（抄） 

 

第一条  社会教育法（昭和２４年６月法律第２０７号）第十五条に基づき社会教育の振興に資するた

め大分県社会教育委員（以下委員という）をおく。 

 

第二条 委員の定数は二十人以内とする。 

 

第三条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識

経験のある者の中から、大分県教育委員会（以下「教育委員会」という。）が委嘱する。 

 

第四条 委員の任期は２年とする。欠員補充の場合は前任者の残任期間とする。ただし特別の事情あ

る場合は任期中解嘱することができる。 

 

第五条 委員は年三回会議(以下「委員会」という)を開く。ただし必要に応じて臨時に開くことができ

る。 

 

第六条 委員会は教育長が招集する。 
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